
特定非営利活動法人 場とつながりの研究センター 

謝金・旅費単価基準覚書 

 

（目的） 

第 1 条  この覚書は、特定非営利活動法人場とつながりの研究センター（以下センター）

が、外部講師等への謝金・旅費を決定する際の根拠とするために作成する。 

 

（謝金の額） 

第 2 条 センターの謝金単価は、原則以下の通りとし、講師と協議の上決定する。（1 回

2 時間程度を想定） 

等級 金額（税抜） 区 分 

A 30,000 円 

 

・当該テーマにおける専門性が高い講師で、かつ、講座の

全部を依頼する場合 

B 20,000 円 ・当該テーマにおける専門性が高い講師で、かつ、講座の

一部を依頼する場合 

C 10,000 円 ・当該テーマにおける専門性の高い講師で、準備負担の少

ない形式で依頼する場合（座談会等） 

D 5,000 円 ・当該テーマにおける知識や経験を有する者で、講座の記

録等の作業に従事する場合 

E 1,200 円 ・当日スタッフ（学生は 1,000 円） 

 

２ 等級の決定および謝金の額の決定は事務局長の決済によるものとする。 

３     高額になる場合は理事会の決定を必要とする。ただし、講師側から見積書の提

示があった場合はこれに限らない。 

 

（旅費の額） 

第 3 条 旅費は、交通費実費精算とする。実費が高額となる場合は、先方から見積書の

提出を要件とする。 

 

（例外事項） 

第 4 条 委託先等、相手先との協議により特に必要と認められた場合は、相手先の意向

に合わせた謝金単価基準を用いることができる。その際は見積書の提出を要件

とする。 

 

（覚書の改定） 

第 5 条 本規定の変更は、理事会の決定を持って行う。 

以上 

 

2006 年 11 月 1 日制定 


